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問

八
街
市
で
は
、
５
月
・
11
月
・

12
月
を
「
市
税
等
徴
収
強
化
月
間
」

と
定
め
、
市
税
お
よ
び
国
民
健
康

保
険
税
の
収
納
率
の
向
上
を
目
指

し
て
、
臨
戸
訪
問
や
街
頭
に
お
け

る
啓
発
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。

５
月
中
の
主
な
活
動

○
集
中
滞
納
整
理
・
臨
戸
訪
問
・

　

電
話
催
告
の
実
施

○
多
重
債
務
者
な
ど
を
対
象
と
し

　

た
弁
護
士
無
料
相
談
（
毎
月
）

滞
納
し
た
場
合
の
対
応

　

市
で
は
、
調
査
を
行
い
、
財
産

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
市
税
な
ど
を
滞
納
し
た
場

合
に
は
、
法
律
の
定
め
に
よ
り
、

次
の
よ
う
な
処
分
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

①
給
与
な
ど
の
照
会
・
差
し
押
さ
え

②
預
貯
金
の
調
査
、
差
し
押
さ
え

③
動
産
・
不
動
産
の
調
査
、
差
し

　

押
さ
え

④
捜
索
（
※
１
）・
公
売
な
ど

⑤
国
民
健
康
保
険
税
滞
納
者
へ
の

　

対
応

　

⑤
の
対
応
と
し
て
、
①
〜
④
に

加
え
、
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納

し
た
場
合
は
、
通
常
よ
り
も
有
効

期
限
の
短
い
短
期
被
保
険
者
証
の

交
付
、
さ
ら
に
滞
納
が
長
期
間
続

い
て
い
る
方
に
は
、
被
保
険
者
証

に
代
え
て
被
保
険
者
資
格
証
明
書

（
※
２
）
の
交
付
が
行
わ
れ
ま
す
。

※
１　

税
の
滞
納
処
分
を
行
う
た

め
財
産
調
査
の
一
環
と
し
て
、
国

税
徴
収
法
に
よ
り
税
務
職
員
（
徴

税
吏
員
）
に
認
め
ら
れ
た
権
限
で

あ
り
、
滞
納
者
の
自
宅
な
ど
に
直

接
出
向
き
令
状
が
な
く
て
も
捜
索

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ほ

か
、
税
務
職
員
が
滞
納
処
分
上
必

要
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
い
つ
で
も

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
２　

被
保
険
者
資
格
証
明
書
で

医
療
行
為
を
受
け
た
場
合
、
医
療

費
は
一
時
的
に
全
額
（
10
割
）
負

担
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
受
診

後
、
保
険
給
付
（
７
割
）
を
受
け

る
場
合
は
、
国
保
年
金
課
へ
の
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

差
押
件
数
と
換
価
の
状
況
は
、

左
表
の
と
お
り
で
す
。

5
月
は
「
徴
収
強
化
月
間
」
で
す

相
談
は
お
早
め
に

　

納
期
限
ま
で
に
市
税
や
国
民
健

康
保
険
税
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
早
め
に
納
税
課

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
仕
事
な
ど
で
平
日
の
業

務
時
間
内
に
納
税
相
談
や
納
付
に

来
ら
れ
な
い
方
の
た
め
に
、
日
曜

開
庁
や
夜
間
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
。

日
曜
開
庁
日

　

毎
月
月
末
の
日
曜
日

（
10
月
は
20
日
、
12
月
は
22
日

　

に
変
更
と
な
り
ま
す
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

夜
間
窓
口
開
設
日

　

毎
週
火
曜
日

（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
後
５
時
15
分
〜
８
時

弁
護
士
に
よ
る
多
重
債
務
者
相
談
・

債
務
整
理
相
談
（
無
料
）
を
実
施

　

市
で
は
、
消
費
者
金
融
ロ
ー
ン

　  年度
対象 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度（３月末）
給  　 与 １７８ １５７ ２７９
預 貯 金 ３４１ ４３４ ４０４
生 命 保 険 ６８ ８０ ６７
不 動 産 ３９ ８３ ７１
動　  産 10 ３ ３
そ の 他 ２５ ３２ ４１
合  　 計 ６６１ ７８９ ８６５

　  年度
対象 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度（３月末）
給  　 与 45,004 67,119 81,869

預 貯 金 36,147 33,407 31,811

生 命 保 険 18,945 22,263 12,083
不 動 産 36,521 18,130 6,940
動　  産 ２ 20 621
そ の 他 5,801 9,244 15,630
合  　 計 142,420 150,183 148,954

《差押件数》

《換価の状況》

単位：件

単位：千円

や
ク
レ
ジ
ッ
ト
な
ど
の
返
済
が
重

く
、
税
金
の
納
付
が
思
う
よ
う
に

で
き
な
い
方
、
借
金
が
大
き
い
た

め
個
人
再
生
・
任
意
整
理
、
自
己

破
産
な
ど
を
検
討
中
で
、
市
税
な

ど
を
滞
納
し
て
い
る
方
を
対
象
に
、

弁
護
士
に
よ
る
無
料
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

時
毎
月
日
曜
開
庁
日

　

午
後
２
時
〜
４
時

※
予
約
制
で
先
着
６
人
ま
で
で
す
。

※
弁
護
士
に
債
務
整
理
な
ど
を
依

頼
す
る
場
合
に
は
、
個
人
負
担
が

発
生
し
ま
す
。

口
座
振
替
不
能
通
知
書
の
送
付
を

廃
止
し
ま
す

　

口
座
振
替
の
方
で
引
き
落
と
し

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
今
年

度
か
ら
口
座
振
替
不
能
通
知
書
を

廃
止
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
代
え

納
付
書
付
き
の
督
促
状
に
よ
り
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。　

問
納
税
課

　

☎
４
４
３
‐

　
　
　
　
　

１
１
１
５

　

平
成
31
年
４
月
分
〜
令
和
２
年

３
月
分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
月
額
１
６
４
１
０
円
で
す
。

　

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

を
利
用
し
て
の
納
付
、
便
利
で
お

得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納

め
て
い
な
い
方
に
、
早
期
に
納
め

て
い
た
だ
く
よ
う
に
電
話
や
文
書
、

訪
問
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ

る
と
強
制
徴
収
の
手
続
き
に
よ
っ

て
督
促
を
行
い
、
指
定
さ
れ
た
期

限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

延
滞
金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、
納
付
義
務
の
あ
る
方
の
財
産

が
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料

が
免
除
・
猶
予
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
国
保
年
金
課
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※
納
付
義
務
者
は
被
保
険
者
本
人
、

連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う

配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
で
す
。

※
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不

慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
国
保
年
金
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
３
９

　

八
街
市
出
身
の
戦
没
者
６
４
８

柱
の
ご
冥
福
を
祈
る
た
め
、
戦
没

者
追
悼
式
を
行
い
ま
す
。

時
５
月
27
日
㈪　

午
前
10
時
〜

場
中
央
公
民
館

戦
没
者
追
悼
式
を
行
い
ま
す

※
当
日
は
、
三
区
忠
魂
碑
前
で
献

花
で
き
ま
す
。

問
社
会
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
２
２

　

八
街
市
農
業
振
興
地
域
整
備
計

画
の
変
更
申
請
は
、
年
２
回
開
催

す
る
八
街
市
農
業
振
興
地
域
整
備

促
進
協
議
会
で
審
議
さ
れ
ま
す
。

　

次
回
会
議
は
、
５
月
20
日
㈪
〜

31
日
㈮
の
申
請
受
付
分
を
審
議
す

る
予
定
で
す
。

　

申
請
書
な
ど
は
、
農
政
課
で
配

布
し
て
い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

問
農
政
課

　

☎
 ４
４
３
‐
１
４
０
２

八
街
市
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更
申
請

　

☎
 ４
４
３
‐
１
４
０
２

　

☎
 ４
４
３
‐
１
４
０
２

問

時場

問

問

問

時

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


